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告    示 

 
那覇市告示第 147 号  

平成 23 年 1 月 6 日  

掲   示   済  

 

那覇市母子生活支援センターさくら指定管理者の指定について（子育て応援

課） 
那覇市母子生活支援センターさくらの管理を行わせる指定管理者の指定につい

て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の２第６項の規定に基づき平成22

年 12月定例議会において承認を得られましたので、那覇市母子生活支援センター条

例(平成17年９月30日条例第51号)第 15条第４項の規定に基づき、次のとおり告

示します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 指定管理を行わせる公の施設 

   名 称  那覇市母子生活支援センターさくら 

位 置  那覇市首里鳥堀町４丁目99番地 

２ 指定管理者となる団体 

   名 称  社団法人那覇市母子寡婦福祉会 

   所 在  那覇市金城３丁目５番地４ 

   代表者  会長 平良君代 

３ 指定の期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 148 号  

平成 23 年１月６日  

掲   示   済  

 

那覇市母子福祉センター指定管理者の指定について（子育て応援課） 
 

那覇市母子福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定について、地方自治

法(昭和22年法律第67号)第 244条の２第６項の規定に基づき平成22年 12月定例

議会において承認を得られましたので、那覇市総合福祉センター条例(平成17年９

月30日条例第45号)第 15条第４項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

 

那覇市長 翁長雄志  

 

１ 指定管理を行わせる公の施設 

名 称  那覇市母子福祉センター 

位 置  那覇市金城３丁目５番地４（那覇市総合福祉センター１階内） 
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２ 指定管理者となる団体 

   名 称  社団法人那覇市母子寡婦福祉会 

   所 在  那覇市金城３丁目５番地４ 

   代表者  会長 平良君代 

３ 指定の期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 149 号  

平成 23 年１月 12 日  

掲   示   済  

 

那覇市シルバー人材センターとの随意契約の公表（健康推進課） 
 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第３号の規定により、身体障害者福祉法等

に規定される更正施設等において製作された物品を買入れし、又は当該施設等若し

くはシルバー人材センター等から労務の提供を受ける手続きについて、那覇市契約

規則第21条第２項の規定により次のとおり公表します。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

1．契約を締結する前 

契約内容（役務の名称及び数量） 「自殺対策啓発リーフレット」配布業務委託

契約相手方の決定方法又は選定基準  以下の条件をすべて満たすことを要する。

なお、団体等が複数ある場合は見積書を微

し、最も低いものと契約を締結する。 

1 地方自治法施行令第167条の２第１項第

３号に規定する団体等であること。 

2 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行

が可能であること。 

3 本市と契約実績があり、かつ当該履行状

況が良好であること。 

申請方法 見積書提出（平成22年12月17日までに） 

契約担当課 健康保険局 健康推進課 

電話 098-862-9016 

 

2.契約を締結した後 

契約締結日 平成23年１月６日 

契約相手方の氏名及び住所 那覇市首里末吉町４丁目６番地の６ 

社団法人 

那覇市シルバー人材センター 

理事長 名嘉元 甚勝 

契約金額 １部に付き７円に消費税相当額を加算した

金額 

契約理由 上記条件を満たし、見積書を提出した団体が
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上記団体だけであったため。また、当該業務

を委託することにより、本市の高齢退職者の

就労機会の確保と社会参加を促進し生きが

いづくりを支援できるため。 

 

 

 

那覇市告示第 159 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成 22 年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（国保長寿

医療課） 
平成22年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ87,561千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,508,973千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

1,899,028

千円 

77,044 

千円

1,976,072

1  後期高齢

者医療保険

料 1 後期高齢者医療保険料 1,899,028 77,044 1,976,072

 519,594 687 520,2813 繰入金 

1 一般会計繰入金 519,594 687 520,281

 1 6,624 6,6254 繰越金 

1 繰越金 1 6,624 6,625

 2,588 3,206 5,7945 諸収入 

2 償還金及び還付加算金 2,050 3,206 5,256

歳   入   合   計 2,421,412 87,561 2,508,973

 

 歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

26,190

千円 

687 

千円

26,877

1 総務費 

1 総務管理費 13,907 72 13,979
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 2 徴収費 12,283 615 12,898

 2,393,171 82,046 2,475,2172  後期高齢

者医療広域

連合納付金 

1 後期高齢者医療広域連

合納付金 
2,393,171 82,046 2,475,217

 2,051 4,828 6,879

1 償還金及び還付加算金 2,050 3,198 5,248

3 諸支出金 

2 繰出金 1 1,630 1,631

歳   出   合   計 2,421,412 87,561 2,508,973

 

 

 

那覇市告示第 160 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成 22 年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）（国保長

寿医療課） 
 平成22年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000,137千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,609,956千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

14,879,117

千円 

117,581 

千円

14,996,698

1 国庫負担金 9,151,797 119,267 9,271,064

3 国庫支出金 

2 国庫補助金 5,727,320 △1,686 5,725,634

 830,251 334,696 1,164,9474 療養給付費

等交付金 1 療養給付費等交付金 830,251 334,696 1,164,947

 3,594,950 89,083 3,684,0335 前期高齢者

交付金 1 前期高齢者交付金 3,594,950 89,083 3,684,033

 1,971,767 36,404 2,008,171

1 県補助金 1,713,074 △225 1,712,849

6 県支出金 

2 県負担金 258,693 36,629 295,322
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 千円

5,815,237

千円 

719,232 

千円

6,534,469

7 共同事業交

付金 

1 共同事業交付金 5,815,237 719,232 6,534,469

 3,418,156 △1,099 3,417,0579 繰入金 

1 他会計繰入金 3,418,155 △1,099 3,417,056

 2,096,756 △295,760 1,800,99611 諸収入 

3 雑入 2,093,100 △295,760 1,797,340

歳   入   合   計 41,609,819 1,000,137 42,609,956

 

 歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

757,916

千円 

991 

千円

758,907

1 総務管理費 567,093 1,063 566,030

1 総務費 

5 医療費適正化特別対策

事業費 
37,597 2,054 39,651

 25,858,267 435,410 26,293,677

1 療養諸費 22,468,879 224,439 22,693,318

2 保健給付

費 

2 高額療養費 3,001,197 210,971 3,212,168

 4,249,477 7,844 4,257,3213 後期高齢

者支援金等 1 後期高齢者支援金等 4,249,477 7,844 4,257,321

 7,847 △441 7,4064 前期高齢

者納付金等 1 前期高齢者納付金等 7,847 △441 7,406

 140,247 △109 140,1385 老人保健

拠出金 1 老人保健拠出金 140,247 △109 140,138

 1,912,537 △6,397 1,906,1406 介護納付

金 1 介護納付金 1,912,537 △6,397 1,906,140

 5,816,557 719,238 6,535,7957 共同事業

拠出金 1 共同事業拠出金 5,816,557 719,238 6,535,795

 278,452 22,457 300,909

1 特定健康診査等事業費 225,764 0 225,764

8 保健事業

費 

2 保健事業費 52,688 22,457 75,145

 31,352 19,450 50,80210 諸支出金 

1 償還金及び還付加算金 31,351 19,450 50,801

 2,040,000 △198,306 1,841,69411 繰上充用

金 1 繰上充用金 2,040,000 △198,306 1,841,694

歳   出   合   計 41,609,819 1,000,137 42,609,956
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那覇市告示第 161 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市老人保

健特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成22年度那覇市老人保健特別会計補正予算（第１号）（国保長寿医療課） 
 

 平成22年度那覇市の老人保健特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46,595千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ292,767千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

1,464

千円 

14,318 

千円

15,782

1 支払基金

交付金 

1 支払基金交付金 1,464 14,318 15,782

 1 24,391 24,3923 繰越金 

1 繰越金 1 24,391 24,392

 4,530 6,351 10,8815 国庫支出

金 1 国庫負担金 4,530 6,351 10,881

 133 1,535 1,6686 県支出金 

1 県負担金 133 1,535 1,668

歳   入   合   計 246,172 46,595 292,767

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 千円

6,132

千円 

46,595 

千円

52,727

2 諸支出金 

2 繰出金 6,128 46,595 52,723

歳   出   合   計 246,172 46,595 292,767
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那覇市告示第 162 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で議決された平成22年度那覇市一般会

計補正予算（第５号）の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

平成22年度那覇市一般会計補正予算（第５号）（財政課） 
 

平成22年度那覇市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,648,647千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ130,508,719千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 （一時借入金の補正） 

第５条 一時借入金の借入れの最高額17,000,000千円に5,000,000千円を追加し、一

時借入金の借入の最高額を22,000,000千円とする。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 407,967 △27,827 380,1409 地方特例交付

金 1 地方特例交付金 407,967 △27,827 380,140

 11,750,624 413,052 12,163,67610 地方交付税 

1 地方交付税 11,750,624 413,052 12,163,676

 2,158,385 3,753 2,162,13812 分担金及び

負担金 2 負担金 2,158,384 3,753 2,162,137

 32,168,480 1,555,086 33,723,566

1 国庫負担金 22,274,877 1,791,422 24,066,299

14 国庫支出金 

2 国庫補助金 9,726,072 △236,336 9,489,736

 8,426,814 541,817 8,968,631

1 県負担金 5,041,657 90,585 5,132,242

15 県支出金 

2 県補助金 2,714,147 451,232 3,165,379

16 財産収入  1,057,063 10,875 1,067,938
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1 財産運用収入 289,526 825 290,351

2 財産売払収入 767,537 10,050 777,587

 3,291,754 247,946 3,539,700

1 特別会計繰入金 40,295 53,065 93,360

18 繰入金 

2 基金繰入金 3,251,459 194,881 3,446,340

 1,492,209 532,236 2,024,44519 繰越金 

1 繰越金 1,492,209 532,236 2,024,445

 4,131,804 74,609 4,206,413

4 受託事業収入 93,671 △435 93,236

20 諸収入 

5 雑入 920,501 75,044 995,545

 16,845,306 297,100 17,142,40621 市債 

1 市債 16,845,306 297,100 17,142,406

歳  入  合  計 126,860,072 3,648,647 130,508,719

 

 

歳 出                          （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 702,074 △710 701,3641 議会費 

1 議会費 702,074 △710 701,364

 15,039,793 260,597 15,300,390

1 総務管理費 12,506,618 278,332 12,784,950

2 徴税費 1,150,130 △7,741 1,142,389

3 戸籍住民基本台

帳費 
866,476 △7,985 858,491

4 選挙費 236,030 △671 235,359

5 統計調査費 187,023 △486 186,537

2 総務費 

6 監査委員費 93,516 △852 92,664

 50,800,336 2,656,267 53,456,603

1 社会福祉費 15,742,888 279,773 16,022,661

2 児童福祉費 19,195,980 37,443 19,233,423

3 民生費 

3 生活保護費 15,861,467 2,339,051 18,200,518

 8,286,546 339,904 8,626,450

1 保健衛生費 3,639,726 347,986 3,987,712

4 衛生費 

2 清掃費 4,646,820 △8,082 4,638,738

 324,417 △180 324,2375 労働費 

1 労働諸費 324,417 △180 324,237

 86,976 361 87,337

1 農業費 45,854 281 46,135

6 農林水産業費

2 水産業費 41,002 80 41,082

 1,085,722 2,831 1,088,5537 商工費 

1 商工費 1,085,722 2,831 1,088,553

 19,290,770 △49,182 19,241,588

1 土木管理費 302,934 △3,207 299,727

2 道路橋りょう費 1,262,057 △6,574 1,255,483

3 河川水路費 169,907 △1,428 168,479

4 港湾費 705,022 △1,165 703,857

8 土木費 

5 都市計画費 9,165,167 △70,026 9,095,141
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 6 住宅費 7,685,683 33,218 7,718,901

 2,575,907 △21,846 2,554,0439 消防費 

1 消防費 2,575,907 △21,846 2,554,043

 16,236,451 75,623 16,312,074

1 教育総務費 1,880,927 20,509 1,901,436

2 小学校費 6,811,078 27,165 6,838,243

3 中学校費 1,136,652 36,940 1,173,592

4 幼稚園費 1,144,768 △6,864 1,137,904

5 社会教育費 2,665,491 15,818 2,681,309

10 教育費 

6 保健体育費 2,597,535 △17,945 2,579,590

 12,305,827 365,000 12,670,82712 公債費 

1 公債費 12,305,827 365,000 12,670,827

 70,000 20,000 90,00014 予備費 

14 予備費 70,000 20,000 90,000

歳  出  合  計 126,860,072 3,648,647 130,508,719

 

第２表 繰越明許費 

                              （単位：千円） 

款 項 事   業   名 金額

10 教育費 5 社会教育費 牧志・安里公民館図書館（仮称）設置事業 13,730

 

第３表 債務負担行為補正 

 追 加                          （単位：千円） 

事   項 期   間 限度額

ＮＰＯ活動支援センター管理運営委託料 

（市民協働推進課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
74,089

那覇市総合福祉センター管理運営委託料 

（福祉政策課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
187,995

安謝福祉複合施設管理運営委託料 

（ちゃーがんじゅう課） 

平成22年度から 

平成23年度まで 
11,817

金城老人憩の家管理運営委託料 

（ちゃーがんじゅう課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
35,160

那覇市精神障害者地域生活支援センター事業 

（障がい福祉課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
107,155

安謝保育所管理運営委託料 

（こどもみらい課） 

平成22年度から 

平成23年度まで 
132,273

那覇市母子生活支援センターさくら管理運営委託料 

（子育て応援課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
232,245

那覇市母子福祉センター管理運営委託料 

（子育て応援課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
12,140

金城児童館管理運営委託料 

（子育て応援課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
33,310

安謝児童館管理運営委託料 

（子育て応援課） 

平成22年度から 

平成23年度まで 
8,971

繁多川図書館業務委託事業 

（生涯学習課） 

平成22年度から 

平成25年度まで 
51,444
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繁多川公民館業務委託事業 

（生涯学習課） 

平成22年度から 

平成25年度まで 
36,585

那覇市体育施設管理運営委託料 

（市民スポーツ課） 

平成22年度から 

平成27年度まで 
414,870

那覇市立森の家みんみん管理運営委託料 

（総合青少年課） 

平成22年度から 

平成25年度まで 
33,450

 

第４表 地方債補正 

 変 更                          （単位：千円） 

補正前 補正後 
起債の 

目 的 限度額 
起債の

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の

方 法 

利

率 

償還の

方 法

2 社会福

祉施設整

備事業 

 

5 道路整

備事業 

 

6 都市計

画事業 

 

7 都市公

園整備事

業 

 

8 市営住

宅建設事

業 

 

9 教育施

設整備事

業 

41,000 

 

 

 

240,400 

 

 

1,352,400 

 

 

918,200 

 

 

 

1,627,100 

 

 

 

4,297,300 

普通賃

借又は

証券発

行（登

録 公

債） 

年５％

以内（た

だし、利

率見直し

方式で借

り入れる

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資金につ

いて、利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては、

当該見直

し後の利

率） 

 償還期間

は、据置期

間を含め30

年以内とす

る。 

 償還方法

は、元利均

等、元金均

等 等 に よ

る。 

 ただし、

財政の都合

により、据

置期間中で

あっても繰

上償還し、

償還年限を

変更し、又

は借り換え

ることがで

きる。 

39,500

235,700

1,332,300

887,800

1,619,900

4,293,300

補正前に同じ 

 

 

 

那覇市告示第 163 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市一般会

計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成21年度那覇市一般会計歳入歳出決算書（財政課） 
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那覇市監査委員より提出された、平成 21 年度（2009 年度）那覇市一般会計及び

特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

審査意見 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に準拠

して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

平成 21 年度の歳入歳出決算は、一般会計で予算現額 1,269 億 621 万円に対し、

歳入決算額は1,232億 9,950万円、歳出決算額は1,197億 2,309万円で、歳入決算

額から歳出決算額を差し引いた形式収支額は35億 7,640万円、翌年度に繰り越すべ

き財源を差し引いた実質収支額は21億 6,470万円の黒字であり、前年度実質収支額

を差し引いた単年度収支額も８億9,734万円の黒字となっている。 

次に、土地区画整理事業特別会計等に平成 21 年度に新たに設置された病院事業

債管理特別会計を含めた7特別会計の決算を合計額でみると、歳入決算額は598億

742万円、歳出決算額は612億 9,321万円で、形式収支額が14億8,578万円、実質

収支額も17億 2,952万円の赤字となっている。赤字の要因は国民健康保険事業によ

るものであり、同事業の赤字額が18億 4,169万円と対前年度４億5,983万円の赤字

額の増加となっている。 

これは平成 20 年度の医療制度改革による前期高齢者調整制度が前期高齢者の加

入率の低い市町村に不利に働き収支が悪化したことや保険給付費の増大、さらに保

険税収入が厳しい経済状況を受け減少したことなどによるものである。 

国民健康保険事業特別会計については、引き続き平成 20 年度の医療制度改革の

影響等を受け、赤字額の増加が予想されるので、医療費の適正化を推進し、未収金

を含めた収入率の向上になお一層の努力を行い赤字額の縮減に努める必要がある。 

平成 21 年度普通会計の決算状況からみると、財政構造の弾力性を判断するため

の指標である経常収支比率は91.8％で、前年度より改善し0.6ポイント減少してい

る。 

これは補助費等で0.9ポイント増加したものの公債費で1.0ポイント、人件費で0.6

ポイント、物件費で0.1ポイント減少したことによるものである。 

なお、財政の圧迫度を示す指標である公債費比率は 14.2％で前年度と比較して

1.2ポイント減少している。 

本市の財政状況は、歳入については財産収入が６億7,097万円、地方交付税で４

億7,028万円、地方消費税交付金が１億7,731万円増加しているが市税が４億8,032

万円、諸収入が21億 4,694万円、国庫支出金が18億 9,581万円減少している。 

また、歳出については、普通建設事業費で 34 億 5,497 万円減少したものの物件

費が13億1,291万円、扶助費が18億 6,633万円、補助費等が30億 5,851万円増加

している。 

繰越事業費の総額については、63 億 4,760 万円となっており、この主なものは、

市営住宅建替事業費22億 3,087万円、教育施設整備事業費７億5,334万円、街路事

業費７億86万円、土地区画整理事業費５億9,012万円であり、前年度と比べ繰越総

額で41億5,751万円減少しているが、景気対策と生活支援のため実施された定額給

付金事業等の52億 690万円の繰越額を除けば実質10億4,938万円増加している。 
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なお、主な繰越理由としては、関係者との調整に日時を要し、適正な工期が設定

できなかったこと等であるが、事業の実施に当たっては調整に必要な期間も考慮し、

事業の早期完了を目指して計画的な執行に努められたい。 

国内の景気回復の兆しは、依然不透明であり自主財源である市税は増収が期待で

きない状況にある。生活保護費など扶助費は引き続き増加しており、老朽化による

教育関連施設や市営住宅の建替建設、再開発事業など投資的経費は今後暫く同様に

推移するものと思われる。 

また、多額の公債費（1,290億 9,994万円）は平成25年前後に償還のピークを迎

え、今後の財政運営は一層厳しさを増すことが予想される。    

今後は、より効率的な行政システムを確立し、限られた財源を効果的、効率的に

配分して健全な財政運営に努められるよう留意されたい。 

なお、次のことに適切な措置を執られるよう要望する。 

 

１ 歳入について 

 

（１）収納率の向上について （納税課） 

平成21年度市税の収納率は経済環境の厳しい中、平成20年度比で0.2ポ

イント向上している。 

    これは軽自動車税のコンビニ収納業務の開始や納税催告センターの設置等

歳入確保に向けた取組みの成果であり評価される。 

今後ともより一層収納率の維持向上に努められたい。 

 

市 税 の 収 入 状 況    （単位：千円、％） 

区 分 年 度 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

平成21年度 39,223,961 38,173,543 809 1,088,753 97.3

平成20年度 39,926,030 38,779,133 2,998 1,207,881 97.1
現 年 

度 分 
比 較 △702,068 △605,590 △2,189 △119,128 0.2

平成21年度 3,442,547 965,713 170,093 2,307,460 28.1

平成20年度 3,302,888 840,447 210,653 2,253,379 25.4
滞納繰 

越 分 
比 較 139,658 125,266 △40,560 54,081 2.7

平成21年度 42,666,509 39,139,257 170,902 3,396,213 91.7
合 計 

平成20年度 43,228,919 39,619,581 213,652 3,461,260 91.7

（２）ふるさとづくり寄附金について（企画調整課） 

    平成 21 年度のふるさとづくり寄附金は 386 万円（48 件）で、前年度 809

万円（28件）に比べ件数は増加しているものの423万円減少している。 

寄附金の趣旨及び寄附金を財源として実施した事業成果等を広報するなど、

寄附金の増加に努められたい。 

 

（３）業務委託料の誤払いにかかる返還金について(博物館)  

総務費雑入にその他の歳入10万円余があるが、これは平成20年度の歴史

博物館企画展事業にかかる業務委託料の二重払いによる返還金収入である。

今後は、不適切な事務処理が生じないよう支出事務を見直し、適切な事務処

理に努められたい。 
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（４）公設市場使用料等の予算管理について（なはまちなか振興課） 

公設市場使用料（予算額9,507万円、調定額9,179万円）と公設市場光熱

水費実費徴収金（予算額5,300万円、調定額4,986万円）の歳入については、

予算額に対し調定額が少額となっており、見込み額に変更が生じているが手

続きがなされていない。厳しい財政状況を考慮し、今後は、実績に基づき予

算に変更を加える必要があるときは補正の手続きを執るなど適切な予算管

理に努められたい。 

 

（５）現年分普通徴収保険料未収金について（ちゃーがんじゅう課） 

介護保険料の未収金は２億 3,446 万円である。内訳として現年度分１億

1,197 万円、滞納繰越分が１億 2,248 万円である。対調定収入率は 51.1％、

前年度比較で 3.9％上がっているが、収入未済額は 333 万円増加しており、

収入未済額は依然として大きい。介護保険料は、介護保険制度の財政基盤を

なすものであり、その安定的運営のための根幹となる財源である。 

    このため、多額の未収金の発生は、事業運営に重大な影響を及ぼすもので

あることから、滞納整理を一層強化するとともに、未収金縮減のための効果

的な方策を検討し、収入率の向上になお一層努められたい。 

 

（６）高額療養費の返還金について（障がい福祉課） 

高額療養費とは医療費が一定の額を超えたときに健康保険（国保、社会保

険、長寿医療保険等）から給付される制度である。高額療養費返還金につい

ては、重度心身障害者医療費等助成事業からの助成金に高額療養費が含まれ

る場合に市への返還が発生するものである。 

    重度心身障害者医療費等助成事業において生じた高額医療費返還金の未収

金については、平成 20 年度決算審査において指摘したところであるが、平

成 21 年度については、現年度分調定額 9,091 万円に対し収入済額が 8,656

万円あり、収入率は95.2％となっている。平成20年度の93.8％に比べて1.4

ポイント向上していることから未収対策が一定の効果を上げていることは

評価できる。今後とも継続して未収金の縮減に努められたい。 

 

（７）国民健康保険税の未収金について（国保長寿医療課） 

平成 21 年度国民健康保険事業特別会計は、18 億 4,169 万円の多額の赤字

となっており、不足額は翌年度からの繰上充用で補っている。国民健康保険

税の未収金は27億 1,982万円あり、その内訳は、現年度分６億7,071万円、

滞納繰越分が20億 4,910万円である。 

国保保険税は、国民健康保険制度の財政基盤をなすものであり、その安定

的運営のための根幹となる財源である。このため、多額の未収金の発生は、

事業運営に重大な影響を及ぼすものである。滞納整理を一層強化するととも

に、未収金縮減のための効果的な方策を検討し、収納率の向上になお一層努

められたい。 

 

国民健康保険税収入状況    （単位：千円、％） 

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

平成21年度 7,019,639 6,366,000 193 670,717 90.7現 年 

度 分 平成20年度 7,135,372 6,515,886 637 648,675 91.3
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 比 較 △115,733 △149,886 △444 22,042 △0.6

平成21年度 2,699,319 191,761 459,516 2,049,109 7.1

平成20年度 2,770,946 198,578 471,575 2,102,272 7.2
滞納繰 

越 分 
比 較 △71,627 △6,817 △12,059 △53,163 △0.1

平成21年度 9,718,958 6,557,761 459,709 2,719,826 67.5

平成20年度 9,906,318 6,714,464 742,212 2,750,947 67.8合 計 

比 較 △187,360 △156,703 △12,503 △31,121 △0.3

（８）保育所運営費保護者負担金の未収金について（こどもみらい課） 

保育所運営費保護者負担金の対調定収入率は、公立保育所が現年度分96.8％

（調定額１億8,562万円）、滞納繰越分20.3％（調定額2,166万円）、認可保

育所が現年度分 98.1％（調定額 11 億 7,182 万円）、滞納繰越分 30.7％（調

定額4,268万円）となっている。 

公立保育所の収入率が認可保育所の収入率に比べ低くなっている要因の

検証を行い、 

対応策を検討し収入率の向上に努められたい。 

 

２ 歳出について    

 

（１）市民便利帳の発行について（秘書広報課） 

平成 20 年度は暮らしの情報誌として、広告料収入によって市民便利帳を

発行している。昨今の経済状況により平成 21 年度は広告料で賄うことが困

難になったことにより庁内印刷によって対応している。在庫部数を勘案し、

新しいデータを加え創意工夫した取り組みとして評価できる。 

今後とも広告料の活用を含めた経費の縮減と暮らしの情報発信の拡充に

努められたい。 

 

（２）軽自動車税申告に係る委託契約について（税制課） 

軽自動車税申告に係る調査委託契約について、申告書１件（入力データー

含む）につき150円（軽２輪・軽４輪）又、小型２輪における申告書記載内

容以外の照会について１件500円で年間450万円の随意契約を行っている。 

契約金額の妥当性や契約条件の適正等を確保する必要があるので、類似都

市の状況等情報収集を行い、契約金額の妥当性等について検討されたい。 

 

（３）光熱水費の予算管理について（文化振興課） 

パレット市民劇場運営管理費にかかる光熱水費の不用額が162万円余（執

行率74.3％）になっている。歳出予算に関しては、当該年度の執行予定金額

の見積りを適切に行い、不用額が判明した段階で地方自治法第218条第1項

（補正予算、暫定予算等）及び那覇市予算決算規則第 10 条第１項（予算の

補正）に基づく適切な事務処理となるよう歳出予算の管理に努められたい。 

 

（４）若年者雇用安定化推進事業の推進について（商工農水課） 

若年者雇用安定化推進事業は、国の若年者トライアル雇用を終了した対象

者を継続して雇用する事業主に対し奨励金を支給し、若年労働者の雇用の安

定化を図ることを目的としている。予算額240万円に対する執行率が30％と

低い状況にあることから、効果的な広報活動等の取り組みを図るなど更なる
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事業推進に努められたい。 

 

（５）生活保護費の適正化の取り組みについて（保護管理課） 

平成 21 年度の生活保護費は、１件で数千万円の金額にかかる不正受給を

含め、年間176件、１億４千万円余の不正受給が発覚している。今後とも不

正受給の防止に繋がる生活保護費の適正化に向けた組織体制の強化等に努

められたい。 

 

（６）健康推進事業（健康診査）の償還金について（健康推進課） 

老人保健事業健康診査の負担金算定で誤認があり、国・県から保健事業費

等負担金を過大に受けていたことによる、国・県への返還金 1,594 万円は、

交付要綱等の理解不足によるものである。今後このようなことがないよう、

事務の適正化に努められたい。 

 

（７）育児支援家庭訪問事業の家庭支援員派遣業務について（子育て応援課） 

育児支援家庭訪問事業の家庭支援員派遣業務委託料は、当初予算額431万

円を補正予算で 100 万円減額しているが、執行済額は 224 万円で、なお 107

万円の予算残となっている。 

これは、同課実施の「こんにちは赤ちゃん事業」（生後４ヶ月までの乳児

を対象とした新規支援事業）と連携して実施することにより、育児支援の利

用増加を見込み予算計上したが、利用者件数が見込みに達しなかったことに

よるものである。 

育児に係る事件、事故等も増加していることから、支援方法の検証や広報

等を強化し、制度の有効な活用に努められたい。 

 

（８）要保護児童対策地域協議会事業について（子育て応援課） 

要保護児童対策地域協議会事業の報償費は、予算額 26 万円に対し執行済

額 12 万円で執行率 45.5％となっている。これは、協議会の外部委員の欠席

により報償費の支出が一部不用額となったことによるものである。 

協議会の運営にあたっては、年間計画を早期に策定し、協議会の目的を達

成するよう適切な予算の執行に努められたい。 

 

（９）予算の適正な執行について（学務課） 

小学校管理運営費の備品購入費に346万円の不用額が発生しているが、こ

れは、平成 20 年度予算の繰越明許費（小学校体育館舞台幕 341 万円）の執

行時に予算区分を取り違え現年度予算で執行し、出納整理期間に予算の振替

を行なったことによるものである。 

予算執行に当たっては、那覇市会計規則を遵守し、適正な予算執行に注意

されたい。 
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那覇市告示第 164 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 21 年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（財政課） 
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那覇市告示第 165 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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平成 21 年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（財政課） 
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那覇市告示第 166 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市老人保

健特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第 167 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市市街地

再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第 168 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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 927



      那 覇 市 公 報    第１５４２号   2011（平成23）年２月１日 
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那覇市告示第 169 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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那覇市告示第 170 号  

平成 23 年２月１日  

 

 平成22年（2010年）12月那覇市議会定例会で認定された平成21年度那覇市病院事

業債管理特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 933



      那 覇 市 公 報    第１５４２号   2011（平成23）年２月１日 

平成 21 年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） 
 

 

 

 934



      那 覇 市 公 報    第１５４２号   2011（平成23）年２月１日 

 

 

 

 

 935



      那 覇 市 公 報    第１５４２号   2011（平成23）年２月１日 
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那覇市告示第 171 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市大嶺自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市大嶺自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市大嶺自治会館 

  所在地 那覇市宇栄原１丁目３番１号 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 字大嶺自治会 

  所在地 那覇市宇栄原１丁目３番１号 

  代表者 當間 英男 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 172 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市田原自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市田原自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市田原自治会館 

  所在地 那覇市字田原88番地 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 那覇市字田原自治会 

  所在地 那覇市字田原88番地 

  代表者 上原 隆 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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那覇市告示第 173 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市安次嶺自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市安次嶺自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理

者の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定した

ので、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市安次嶺自治会館 

  所在地 那覇市字小禄839番地６ 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 安次嶺自治会 

  所在地 那覇市字小禄839番地６ 

  代表者 祖慶 良順 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 174 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市宮城自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市宮城自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市宮城自治会館 

  所在地 那覇市宮城１丁目９番10号 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 那覇市宮城自治会 

  所在地 那覇市宮城１丁目９番10号 

  代表者 新垣 貞弘 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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那覇市告示第 175 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市高良自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市高良自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市高良自治会館 

  所在地 那覇市高良１丁目７番１号 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 高良自治会 

  所在地 那覇市高良１丁目７番１号 

  代表者 具志 進 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 176 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市宇栄原自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市宇栄原自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理

者の指定について、那覇市共同利用施設条例第１５条第１項の規定に基づき指定し

たので、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市宇栄原自治会館 

  所在地 那覇市字宇栄原41番地１ 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 宇栄原自治会 

  所在地 那覇市字宇栄原41番地１ 

  代表者 赤嶺 明 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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那覇市告示第 177 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市当間自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市当間自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市当間自治会館 

  所在地 那覇市字小禄826番地８ 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 字當間自治会 

  所在地 那覇市字小禄826番地８ 

  代表者 安次嶺 勝 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 178 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市真嘉比自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市真嘉比自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理

者の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定した

ので、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市真嘉比自治会館 

  所在地 那覇市字真嘉比41番地 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 真嘉比自治会 

  所在地 那覇市字真嘉比41番地 

  代表者 高屋 英正 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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那覇市告示第 179 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市共同利用施設（那覇市小禄自治会館）指定管理者の指定について（市

民協働推進課） 
 那覇市共同利用施設（那覇市小禄自治会館）の管理・運営を行わせる指定管理者

の指定について、那覇市共同利用施設条例第15条第１項の規定に基づき指定したの

で、同条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市小禄自治会館 

  所在地 那覇市小禄５丁目４番地６ 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 那覇市字小禄自治会 

  所在地 那覇市小禄５丁目４番地６ 

  代表者 照屋 義次 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 

 

 

 

那覇市告示第 180 号  

平成 23 年２月１日  

 

那覇市ＮＰＯ活動支援センター指定管理者の指定について（市民協働推進

課） 
 那覇市ＮＰＯ活動支援センターの管理・運営を行わせる指定管理者の指定につい

て、那覇市ＮＰＯ活動支援センター条例第18条第１項の規定に基づき指定したので、

同条第18条第４項の規定により、その旨を告示する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 管理を行わせる公の施設 

  名 称 那覇市ＮＰＯ活動支援センター 

  所在地 那覇市牧志３丁目２番10号 てんぶす那覇３階 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称 おきなわ共育ファンド 

  所在地 那覇市首里汀良町２丁目21番地 

  代表者 田中 美幸 

３ 指定期間 平成23年４月１日から平成28年３月31日 
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公    告 
 

那覇市公告第 243 号  

平成 23 年１月４日  

掲 示 済  

 

住民票の職権削除の公示について（市民課） 
 

 住民票の職権削除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第４項の規定により公示す

る。 

 

※ただし、職権削除対象者名は省略する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

那覇市公告第 258 号  

平成 23 年１月 26 日  

掲 示 済  

 

那覇市都市計画公聴会の開催について（都市計画課） 
 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定に基づき都市計画公

聴会を開催する予定ですので、那覇市都市計画公聴会要綱第２条の規定に基づき、

次のとおり公告し、当該都市計画原案を公衆の縦覧に供します。 

 

那覇市                 

上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画原案の種類及び名称 

  那覇広域都市計画道路の変更（３・４・那88号真和志線） 

２ 都市計画原案に係る区域 

  那覇市松川１丁目～３丁目の一部、繁多川１丁目の一部、三原２丁目の一部 

３ 公聴会の開催の日時及び場所（公述申出書の提出がない場合は開催しない） 

  日 時：平成23年２月16日 午後７時開始 

  場 所：那覇市立松川小学校（ユイユイホール） 

４ 公述申出書の提出期限及び提出先 

  期 限：平成23年２月９日 

  提出先：那覇市都市計画部都市計画課（新都心銘苅庁舎５階） 

５ 都市計画原案の縦覧場所及び縦覧期間 

  場 所：那覇市都市計画部都市計画課（新都心銘苅庁舎５階） 
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  期 間：平成23年１月26日から平成23年２月９日まで 

      (午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土・日を除く。) 

 

 

 

那覇市公告第 259 号  

平成 23 年１月 26 日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画地区計画の原案について（都市計画課） 
 

那覇市地区計画等の案の作成手続きに関する条例（昭和59年那覇市条例第22号）

第２条の規定により、次のとおり公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧に供す

る。 

 なお、当該地区計画の原案について、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第

16条第２項に規定するものは、公告の日の翌日から起算して３週間を経過する日ま

でに那覇市長に意見書を提出することができる。 

 

那覇市                 

上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 都市計画の種類 

  那覇広域都市計画地区計画 

２ 都市計画の名称 

 （１）那覇市石嶺北翔・福祉地区地区計画の変更 

 （２）那覇市首里石嶺農住地区地区計画の変更 

 （３）那覇市石嶺市営住宅地区地区計画の変更 

 （４）那覇市石嶺福祉センター線沿道北地区地区計画の決定 

３ 都市計画の変更又は決定する土地の区域 

 （１）那覇市石嶺北翔・福祉地区 那覇市首里石嶺町２丁目の一部及び４丁目の

一部 

 （２）那覇市首里石嶺農住チック 那覇市首里石嶺４丁目の一部 

 （３）那覇市石嶺市営住宅地区  那覇市首里石嶺町２丁目の一部及び４丁目の

一部 

 （４）那覇市石嶺福祉センター線沿道北地区 那覇市首里石嶺町４丁目の一部 

４ 地区計画原案の縦覧場所 

  那覇市都市計画部都市計画課（新都心銘苅庁舎５階、ＴＥＬ 098-951-3246） 

５ 都市計画の案の縦覧期間 

  平成23年１月26日（水）から平成23年２月９日（水）まで 

  (午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土・日曜日及び祝日は除く。) 

６ 意見書の提出 

  平成23年１月26日（水）から平成23年２月16日（水）まで 

  (午前８時30分から午後５時15分まで。ただし、土・日曜日及び祝日は除く。) 
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那覇市公告第 261 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成23年度那覇市役所仮庁舎、新都心銘苅庁舎及び真和志庁舎の管理

に関する各種業務委託氏名競争入札参加資格者申請受付について（管

財課） 
 地方自治法施行令第167条の11第３項の規定に基づき、指名競争入札参加資格要

件を公告します。また、下記のとおり参加者の申請受付を行います。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

記 
 

１ 指名競争入札参加資格要件 

 （１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。 

 （２）各業務委託「表１」のとおり 

２ 申請書類の配布期間及び場所 

  配布期間：平成23年２月１日（火）～平成23年２月25日（金） 

（土日を除く） 

  配布場所：那覇市新都心銘苅庁舎２階 管財課（那覇市銘苅２－３－１） 

       那覇市のホームページ（http://www.city.naha.okinawa.jp）からも

ダウンロードできます。 

３ 受付期間 

  平成23年２月14日（月）～平成23年２月25日（金）（土日除く） 

  午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

４ 申請書類の提出及び問い合せ先 

  那覇市 総務部 管財課 庁舎管理グループ（電話098-862-9904） 

 

表１ 各業務委託の指名競争入札参加資格要件 

委託 

番号 
業務委託懸命 指名競争入札参加資格要件 

1 那覇市役所仮

庁舎環境衛生

管理業務委託 

（1）那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（2）建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12

条の２第１項第２号又は第７号並びに第８号の登録が

あること。 

2 真和志庁舎環

境衛生管理業

務委託 

（1）那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（2）建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12

条の２第１項第２号又は第７号並びに第８号の登録が

あること。 

3 真和志庁舎貯

水槽・汚水槽

排水槽清掃業

（1）那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（2）建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12
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務委託 条の２第１項第５号の登録があること。 

4 那覇市役所仮

庁舎等 

施設管理業務

委託 

（1）過去２年間に建物の電気及び冷房設備の運用管理業務

の請負実績があること。 

（2）従業員に次の者がいること。 

・第１種電気工事士１人以上 

・第１種～第３種のいずれかの冷凍機械責任者免状を有

する者 

１人以上 

・熟練された大工技能を有する者１人以上 

（3）次のいずれかに登録されていること。 

・那覇市「建設業者格付名簿」の業種「電気工事」 

・那覇市「建設業者格付名簿」の業種「管工事」 

・那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者名簿 

（4）制服制度があること。 

5 新都心銘苅庁

舎施設管理業

務委託 

（1）過去２年間に建物の電気及び冷房設備の運用管理業務

の請負実績があること。 

（2）従業員に次の者がいること。 

・第１種電気工事士１人以上 

・第１種～第３種のいずれかの冷凍機械責任者免状を有

する者 

１人以上 

（3）次のいずれかに登録されていること。 

・那覇市「建設業者格付名簿」の業種「電気工事」 

・那覇市「建設業者格付名簿」の業種「管工事」 

・那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競

争入札参加資格者名簿 

（4）制服制度があること。 

※表中の「過去２年間」とは平成21年１月１日から平成22年 12月 31日までのこ

とです。 

 

 

 

那覇市公告第 262 号  

平成 23 年２月１日  

 

平成 23 年度那覇市公共施設等の一般廃棄物収集運搬業務委託の入札

の実施について（管財課） 
 

地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により契約を締結する

ので地方自治法施行令第167条の6及び那覇市契約規則第13条及び那覇市上下水道

局契約事務規程第5条の規定により、次のように公告する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志    
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１ 入札に付する事項 

（１）契約案件名 那覇市役所本庁舎等及び銘苅庁舎ごみ処理業務委託 

 他 12件（予定） 

（２）履行場所  那覇市直営施設及び那覇市上下水道局庁舎 

（３）履行内容  各施設の仕様書による 

（４）契約予定日 平成23年４月１日 

（５）履行期間 

ア 単年度契約案件 

  平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 

イ 長期継続契約案件  

（那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

第２条第１号(又は第２号)に基づく長期継続契約） 

平成23年４月１日から平成26年３月31日まで 

※特記事項 

     長期継続契約案件の入札及び契約には次の条件を付す。 

     1)各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は継続す

るものであること。 

    2)予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に定める者に該当しないこと。 

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年 12月 25日第137号） 

  第 7条第1項に基づき那覇市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者

であること。 

３ 入札説明会の日時及び場所 

（１）日時 平成23年２月15日（火）午後１時30分から 

（２）場所 新都心銘苅庁舎 ３階 第１研修室（那覇市銘苅２－３－１） 

４ 入札の日時及び場所 

（３）日時 平成23年３月22日(火)午後１時30分から 

（４）場所 新都心銘苅庁舎 ３階 第１研修室（那覇市銘苅２－３－１） 

５ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12 条第 1 項及び那覇市上下水道局契約事務

規程第8条第１項第3号に基づき免除する。 

６ 郵送による入札は認めない。 

７ 入札参加資格の確認 

入札執行前に、入札に参加しようとする者が、市許可業者であることを確認す

るため、営業許可証の写しを提出する。 

８ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

９ 問い合せ先 

那覇市 総務部 管財課 庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-0004 那覇市銘苅２丁目３番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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消防本部訓令 
 

那覇市消防本部訓令第１号  

平 成 23 年 １ 月 18 日  

施 行 済  

 

那覇市消防水利規程の訓令を次のように定める。 

 

那覇市消防本部消防庁 宮 平 智  

 

那覇市消防水利規程 
 

 (趣旨) 

第1条 この訓令は、消防水利(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)

第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定により

消防水利として指定した消防水利をいう。以下同じ。)の調査及び維持管理等に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 (消防水利の種類) 

第2条 消防水利の種類は、次のとおりとする。 

(1) 消火栓 

(2) 防火水そう 

(3) プール 

(4) 河川 

(5) 濠、池等 

(6) 井戸 

(7) その他消防水利として使用できる物 

 (消防水利の適合条件) 

第3条 消防水利(消火栓は除く。)の適合条件は、次のとおりとする。 

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上のもの又は取水量が毎分1立方メートル以

上で、かつ、連続40分以上可能なものであること。 

(2) 消防車が容易に接近でき、安全確保ができること。 

(3) 地盤面からの落差があるものについては、落差が4.5メートル以下であること。 

(4) 取水部分に水深があるものについては、水深が0.5メートル以上であること。 

(5) 吸管投入口のあるものは、その一辺又は直径が0.6メートル以上であること。 

(消防水利の配置) 

第4条 消防水利は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号及び

第2号に規定する市街地及び準市街地の防火対象物から1の消防水利に至る距離

が、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)別表に掲げる数値以下になるよ

う設けなければならない。 

2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内

の防火対象物から1の消防水利に至る距離が、140メートル以下になるように設け

なければならない。 

3 前2項に定める消防水利の配置は、消火栓のみに偏ることのないように考慮しな
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ければならない。 

(消防水利の維持管理) 

第5条 署長は、管轄内の消防水利が常時使用できるよう維持管理しなければならな

い。 

(消防水利の指定及び解除等) 

第6条 消防長は、法第21条第1項の規定に基づき、消防水利の指定を行うときは、

消防水利指定依頼書(第1号様式)及び消防水利指定承諾書(第2号様式)により行

うものとする。 

2 消防長は、所有者等から第1項の規定により指定を受けた消防水利の指定を解除

し、又は変更の申出があったときは、消防水利指定解除(変更)届出書(第3号様式)

により届け出させるものとする。 

3 消防長は、前項の規定による届出に基づき、消防水利指定解除(変更)通知書(第4

号様式)により速やかに指定を解除又は変更し、これを所有者等に通知しなけれ

ばならない。 

4 消防長は、消防水利の指定又は指定解除若しくは変更を行ったときは、その旨を

署長及び各課の長に通知しなければならない。 

(消防水利の標識等の設置) 

第7条 消防水利には、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定によるほか、

原則として採水口又は吸管投入口の直近(概ね5メートル以内)に標識を掲げるも

のとする。ただし、設置位置又は道路状況等設置上特に困難な条件にある場合は、

その限りでない。 

2 掲出方法は、支柱を利用し消防水利の所在が明確に確認できるような標識とし、

形状は別図のとおりとする。 

3 消防長は、標識の設置場所が道路敷の場合は、道路使用許可及び道路占有許可を

得るものとする。 

4 消防長は、標識の設置場所が私有地で、土地所有者から承諾を得ようとする場合

には、消防水利標識設置依頼書(第5号様式)及び消防水利標識設置承諾書(第6号

様式)により行うものとする。 

5 消防長は、現在ある標識を移設又は撤去しようとする者がある場合には、その者

に対して、工事の着手の7日前までに消防水利標識移設・撤去願届出書(第7号様

式)を届出させるものとする。 

6 消防長は、前号により消防水利標識移設届出書を届出した者又は故意若しくは過

失により破損させた者に対し、速やかに原状回復のための工事を行わせ、消防水

利標識原状回復確認願届出書(第8号様式)を提出させ確認するものとする。 

(水利調査) 

第8条 署長は、消防水利状況の把握のため、水利調査を実施しなければならない。 

2 調査の実施計画は、署長が定めるものとする。 

3 水利調査は、次に掲げる事項について実施するものとする。 

(1) 消防水利の位置及び異常の有無 

(2) 消防水利付近の障害物件等の有無 

(3) その他消防活動上必要な事項 

4 水利調査の種別は、次の定期調査及び特別調査に区別する。 

(1) 定期調査は、6箇月に1回以上各管内全域を調査するものとする。 

(2) 特別調査は、その他必要があると認められた場合に調査するものとする。 

5 署長は、水利調査を実施したときは、防火水そう等水利調査報告書（第9号様式）
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又は、消火栓水利調査報告書（第10号様式）に調査の結果を記載し、翌月の10日

までに消防長に報告しなければならない。 

6 水利調査により、異常を発見した場合は、早急な改善に努めなければならない。 

（取水量報告） 

第9条 署長は、火災その他の事由により消防水利から取水した場合は、消防水利取

水量報告書（第11号様式）に必要な事項を記載し、翌月の10日までに消防長に報

告しなければならない。 

(その他) 

第9条 この訓令について、必要な事項は、消防長が別に定める。 

    

付 則 

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。 
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消防本部告示 
 

那覇市消防本部告示第２号  

平 成 23 年 １ 月 17 日  

掲 示 済  

 

那覇市消防非常勤職員要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

那覇市消防本部消防長 宮 平 智  

 

那覇市消防本部非常勤職員要綱の一部を改正する要綱 
 

 那覇市消防本部非常勤職員要綱(平成20年2月28日消防長決裁)の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正前 改正後 

(採用) (採用) 

第 4条 非常勤職員は、63歳未満の者

で、非常勤職員を希望するものの中

から選考の上、採用するものとす

る。ただし、総務課長が課長等と協

議して必要と認める場合は、この限

りでない。 

第4条 非常勤職員は、65歳未満の者

で、非常勤職員を希望するものの中

から選考の上、採用するものとす

る。ただし、総務課長が課長等と協

議して必要と認める場合は、この限

りでない。 

2～4 [略] 2～4 [略] 

5 前 2 項の規定により連続した 3 会

計年度以上において採用された者

については、当該連続した会計年度

のうちの最終会計年度の翌会計年

度及び翌々会計年度においては、非

常勤職員として採用しないものと

する。 

5 連続した 3 会計年度以上において

採用された者については、当該連続

した会計年度のうちの最終会計年

度の翌会計年度及び翌々会計年度

においては、非常勤職員として採用

しないものとする。 

備考 

1 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正

後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当

該改正部分を当該改正後部分に改める。 

2 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。 
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